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20歳になったら国民年金
ID P01825   小田原年金事務所☎22-1391

令和元年10月2日以降に20歳の誕生
日を迎えた人は、原則として国民年金
加入手続きを行う必要がなくなりまし
た。日本年金機構から「国民年金加入
のお知らせ」が郵送で届くことにより、
加入を確認できます。
ただし、20歳になってから2週間程度経
過しても届かない人は、加入手続きが
必要です。
場時  保険課、タウンセンター住民窓口、小
田原年金事務所

持費  マイナンバーカードまたは通知カー
ド、窓口に来た人の本人確認書類、
印鑑（本人の場合は不要）

関主  保険課

確定申告指導会
青色申告会 ☎24-2614 

所得税の確定申告についてのアドバイ
スや、税理士への相談を受け付けます。

日 期  2月3日（月）～3月16日（月）
※ 土･日曜日、祝日を除く。2月24日
（休）と3月の日曜日は開館

時期  9:00～15:00（受付は8:30～、最終
日は14:00まで）

場時  青色会館3階大ホール（本町2-3-24）
対内  確定申告をする人
関主  市民税課

市･県民税の申告など
 ①市民税課（普通徴収） ☎33-1351
 ②市民税課（特別徴収） ☎33-1354 

ID P09627  ①公的年金所得者の皆さんへ
公的年金などの収入額が400万円以
下で、それ以外の所得が20万円以下
の場合は、確定申告の必要はありませ
ん。医療費、生命保険など源泉徴収票
に含まれない控除を追加する場合、市･
県民税申告が必要ですので、市民税課
で申告してください（確定申告をする
人は市･県民税申告の必要はありませ
ん）。
持費  ●印鑑（朱肉を使用するもの）

●公的年金等の源泉徴収票
※ その他必要に応じて、医療費控除関
係書類（領収書など）、生命保険料の
控除証明書、地震保険の控除証明書
など
※ 申告をしないと、前年と比べ、市･県
民税が増額する場合があります。

ID P25992  ②事業主の皆さんへ
令和元年分の給与支払報告書の提出
期限は、1月31日（金）です。給与支払報
告書は、金額にかかわらず、受給者の令
和2年1月1日現在の住所地である市町
村へ、早めに提出してください（パート･
アルバイト、退職者分を含む）。

お知らせ 所得税と市･県民税の申告は期限内にお早めに
所得税…小田原税務署　☎35-4511（自動音声によるご案内）
市･県民税…市民税課 ☎33-1351～3

申告が必要な人は、期間内に早めの申告をお願いします。なお、小田原税務署では平日以外でも、2月24日（休）、3月1日（日）
に限り、確定申告書の作成アドバイス、用紙の配布や受け付けなどを行います（確定申告の相談および申告書の受け付け以
外の業務は行っていません）。

ID P11902

日 期  2月17日（月）～3月16日（月）　※土･日曜日、祝休日を除く。
場時  小田原税務署（申告書を記入した人は郵送でも可）
※申告書作成会場は、2月17日（月）から開設
●確定申告が必要な人
① 事業所得や不動産所得などがあり、令和元年中の所得金額の
合計額が、扶養控除などの各種所得控除の合計額を超える人
②給与所得者で、以下のいずれかに該当する人

●令和元年中の給与収入が2,000万円を超える
●給与所得の他に20万円を超える所得がある
●2か所以上から給与を受けている

③不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した人　など
●確定申告の受付
所得税の確定申告は、税務署で受け付けます。
ただし、還付申告など「確定申告書A」に該当する申告のう
ち、以下に該当しないものは、2月17日（月）～3月13日（金）
に市役所（2階談話ロビー）でも受け付けます（3月3日（火）
～5日（木）は、市役所での受け付けはしていません）。
【税務署でのみ受け付ける確定申告】
青色申告、譲渡所得･事業所得･不動産所得または退職
所得がある申告、亡くなった人の確定申告、雑損控除･住
宅借入金等特別控除･給与所得者の特定支出控除を受
ける申告および平成30年分以前の確定申告など
●確定申告のご注意

● 申告書や収支内訳書の記入できる箇所は、事前に記入
してください。
●  昨年の申告書の控えをお持ちください。
● 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書を作成し
てください（平成29年分以降、医療費の領収書の代わり
に、医療費控除の明細書を提出することになりました）。
※ 医療保険者が発行する医療費通知に窓口で支払った
医療費などが記載されている場合、明細書に代えて
添付できます。
※ 国民健康保険の医療費通知は1～10月分を1月、後

期高齢者医療保険については1～11月分を2月に発
送する予定です。通知に記載がない月の分は領収書
をご利用ください。
※ 窓口で負担した医療費が医療費通知と異なる場合
は、ご自身で訂正してください。
※ 令和元年分までの確定申告は、従来どおり領収書の添
付でも可能ですが、令和2年分以降は、医療費控除の
明細書または医療費通知の添付がない場合は医療費
控除の適用ができなくなりますのでご注意ください。

●  治療上おむつの使用が必要で寝たきりの人は、おむつ
代が医療費控除の対象となる場合があります。また、障
害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で要介
護の認定を受けている人は、障害者控除の対象となる
場合がありますので、高齢介護課（☎33-1841）までお
問い合わせください。

●  国民年金保険料などの社会保険料控除の控除証明書
をお持ちください。

●  確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
※ 平成28年分以降、所得税及び復興特別所得税、消費
税及び地方消費税、贈与税の申告書には、税務署へ
提出するつど、マイナンバーの記載と本人確認書類
の掲示または写しの添付が必要です。

●所得税･事業税･市･県民税の申告相談
日2月4日（火）･5日（水）9:30～12:00（受付11:00まで）

13:00～16:00（受付15:00まで）
場時  マロニエ3階マロニエホール
※相談可能人数に達した場合、受け付けを締め切ります。
●納税
所得税の納付は、便利な振替納税や電子納税をご利用く
ださい。納付書で納める場合は、お近くの金融機関で3月
16日（月）までに納付をお願いします。
※ 振替納税や電子納税を利用するには、事前の手続きが
必要です。

所得税と復興特別所得税の確定申告相談と申告

日 期  2月17日（月）～3月13日（金）8:30～16:00
　※土･日曜日、祝休日を除く。
場時  市役所2階談話ロビー
※ 3月3日（火）～5日（木）と上記の期間以外は、市民税課（市
役所2階9番窓口）で受け付けます。
●申告が必要な人
① 令和2年1月1日現在、小田原市に住所があり、令和元
年中に所得があった人（税務署に確定申告をした人は、
市･県民税申告は不要です）
②収入がなく、家族などの税金上の扶養になっていない人
③市外に住んでいるが、市内に事務所や家屋敷がある人
④その他、申告書の送付を受けた人
持費  申告書、印鑑（朱肉を使うもの）、所得の明細書（源泉徴
収票または雇用主の給与支払明細書、収支の明細書な
ど）、所得から差し引かれる各種控除の領収書（医療費
の領収書、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控
除証明書）　など

●所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について
株式等譲渡所得･配当所得などの申告不要制度を選択す
る場合、所得税申告の控えおよび特定口座年間取引報
告書など、所得の内訳が分かる資料の原本または写しを
お持ちください。

●扶養控除は正しく
年末調整で扶養控除を受けている家族に、パート収入や
保険の満期による一時金などがある場合は、収入金額な
どについて再度確認してください。誤りがある場合は、確
定申告が必要です。

●市･県民税の出張申告相談
 

※マロニエでは、混雑解消のため対象地区を設けています。

市･県民税の申告

日にち 会　場

2月19日（水）
9:00～11:00 曽我みのり館（会議室）
13:00～16:00 梅の里センタ－1階会議室A･B

27日（木） 9:00～11:00
13:00～16:00 尊徳記念館3階研修室301

3月  3日（火）
9:00～11:00
13:00～16:00 マロニエ3階集会室3014日（水）

5日（木）

10日（火） 9:00～11:00
13:00～16:00 いずみ2階いずみホール

11日（水） 9:00～11:00
13:00～16:00

こゆるぎ2階こゆるぎホール
A･B･C

日にち 対　象 会　場

3月  3日（火）下府中地区の人

マロニエ3階集会室3014日（水）国府津地区の人

5日（木）酒匂・小八幡地区の人

※支所の廃止に伴い、昨年までの受付会場がない人は、市役所本庁舎または上記の会場へお越しください。
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申込先着順で記載がない場合、申込開始日は1月10日（金）から 2020（令和2）年　1月号　No.1209 9
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